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背景
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平成２４年

児童福祉法改正

児童発達支援センター創設。
役割　・児童発達支援を行う

　　　・地域の障害児やその家族への相談

　　　・障害児を預かる家族への援助・助言を行う

令和４年

児童福祉法改正
児童発達支援センターが「地域の障害児支援の中核的役割
を担う」旨、法に明記。国の基本指針において、令和８年
度末までに各市町村または圏域に少なくとも１か所以上設
置することが求められている。

令和４年法改正後の児童発達支援事業所および児童発達支援センター類型
　①一般的な児童発達支援事業所
　②法改正「前」の児童発達支援センター　　
　③法改正「後」の児童発達支援センター

今後、本市として③の体制を目指していく必要がある
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児童発達支援センターとは
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　地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関
として、障害児を日々保護者の下から通わせて、専門的な知識
及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児
の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相
談、専門的な助言その他の必要な援助を行うことを目的とする
施設。（児童福祉法第43条）
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児童発達支援センターに求められる４つの中核機能

①幅広い高度な専門性に基づく
　発達支援・家族支援機能

②地域の障害児通所支援事業所
　に対するスーパーバイズ・コ
　ンサルテーション機能

③地域のインクルージョン推進
　の中核機能

④地域の発達支援に関する入口
　としての相談機能

中核的拠点

児童発達支援
センター

児童発達支援
センター
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児童発達支援センター等を中核とした体制整備の形態
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厚生労働省：「地域における児童発達支援センター等を中核とした障害児支援体制整備の手引き」について別紙２抜粋
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趣旨

　児童福祉法において児童発達支援センターは、地域の障害
児支援の中核的役割を担う機関として位置付けられており、
同センターを中心とした地域の障害児支援体制の強化が求め
られている。また、同法の令和４年改正により、これまでの
通所支援に加え、地域における総合的な相談支援や関係機関
との連携体制の構築、専門的な研修の実施などの役割が、セ
ンターに対してより具体的に求められることとなった。
　本市においては、法人が運営する児童発達支援センターと、
市が設置している「こども育成相談センター」と対象児童の
障害種別や運営等の差はあるものの、機能類似が見られるな
どの課題がある。
　このような状況を踏まえ、本市における障がい児発達支援
体制について、専門的かつ横断的な観点から検討を行い、そ
の方向性を取りまとめるため、健康福祉審議会障害者分科会
及びこども分科会の下に「加賀市児童発達支援体制検討専門
部会」を設置するものである。
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体制検討にあたっての基本的な方針

資料1趣旨、国の動向、法的な位置づけについて

【第７期加賀市障がい者計画より抜粋】
障がいのある子どもの育成・教育
　①早期療育の充実
　②学校教育の充実
　③障害児通所支援サービスの充実
　④医療的ケア児の支援体制の整備

【加賀市こども計画より抜粋】　
　障がいや発達の特性を早期に発見・把握し、一人ひとりの
障がいの状況に応じた適切な支援・サービスにつなげていく
とともに、こどもと家族に寄り添いながら個々の特性や状況
に応じた質の高い支援の提供を進めます。
　こども育成相談センターについて、関連機能の集約や機能
充実について検討し、施設・設備の老朽化に対応します。 ６


